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仙台市水道局営繕工事における週休２日工事実施要領 新旧対照表 

現行 改定 

仙台市水道局営繕工事における週休２日工事実施要領 

（令和７年10月14日 給水部長決裁） 

 

（積算方法等） 

第６条 次の表の左欄に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合

単価、市場単価       及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務

費をいう。）及び現場管理費を補正するものとする。この場合において、複

合単価、市場単価       及び物価資料の掲載価格（材工単価）の補

正方法については、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算

方法等の運用について（改定）」（令和７年３月25日付け国営積第７号）に

よるものとする。 

工  事  の  区  分 補  正  係  数 

完全週休２日（土日）適用工事 
労務費   １．０２ 

現場管理費 １．０１ 

月単位の週休２日適用工事 労務費   １．０２ 

 

２ 完全週休２日（土日）の達成を前提に労務費及び現場管理費を補正し工事費

を積算して予定価格を作成するものとする。ただし、工事着手後に現場閉所（現

場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単

位の週休２日適用工事として補正係数を変更し、月単位の週休２日が未達成の

場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。 

３ 完全週休２日（土日）Ⅰ型において、工事着手前に受注者が完全週休２日（土
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（積算方法等） 

第６条 次の表の左欄に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合

単価、市場単価、単位施工単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務

費をいう。）及び現場管理費を補正するものとする。この場合において、複

合単価、市場単価、単位施工単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の補

正方法については、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算

方法等の運用について（改定）」（令和７年12月10日付け国営積第７号）に

よるものとする。 

工  事  の  区  分 補  正  係  数 

完全週休２日（土日）適用工事 
労務費   １．０２ 

現場管理費 １．０１ 

月単位の週休２日適用工事 労務費   １．０２ 

 

２ 完全週休２日（土日）の達成を前提に労務費及び現場管理費を補正し工事費

を積算して予定価格を作成するものとする。ただし、工事着手後に現場閉所（現

場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単

位の週休２日適用工事として補正係数を変更し、月単位の週休２日が未達成の

場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。 

３ 完全週休２日（土日）Ⅰ型において、工事着手前に受注者が完全週休２日（土
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日）の取組を希望しない場合（「完全週休２日（土日）」の取組の協議が整わ

なかった場合を含む。）については、契約締結後における直近の変更契約等に

併せて、補正係数を月単位の週休２日適用工事に変更するものとする。 

４ 完全週休２日（土日）Ⅱ型において、工事着手前に受注者が「完全週休２日

（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」の取組を希望しな

い場合（「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休

２日」の取組の協議が整わなかった場合を含む。）については、契約締結後に

おける直近の変更契約等に併せて、補正係数を月単位の週休２日適用工事に変

更、又は補正係数を除した変更を行うものとする。 

 

附 則（令和７年10月14日） 

１ この要領は、令和７年 10 月 14 日から実施する。 

２ この要領の実施の日以後に策定又は改定した仙台市単価を用いて予定価格

を算出した工事から適用する。 

（仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領の廃止） 

３ 仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領（令和６年 10

月 11 日給水部長決裁）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ 現に廃止前の仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領

の規定により週休２日モデル工事として発注のなされた工事については、なお

従前の例による。 

 

 

 

日）の取組を希望しない場合（「完全週休２日（土日）」の取組の協議が整わ

なかった場合を含む。）については、契約締結後における直近の変更契約等に
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い場合（「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休

２日」の取組の協議が整わなかった場合を含む。）については、契約締結後に

おける直近の変更契約等に併せて、補正係数を月単位の週休２日適用工事に変

更、又は補正係数を除した変更を行うものとする。 

 

附 則（令和７年10月14日） 

１ この要領は、令和７年 10 月 14 日から実施する。 

２ この要領の実施の日以後に策定又は改定した仙台市単価を用いて予定価格

を算出した工事から適用する。 

（仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領の廃止） 

３ 仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領（令和６年 10

月 11 日給水部長決裁）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ 現に廃止前の仙台市水道局営繕工事における週休２日モデル工事試行要領

の規定により週休２日モデル工事として発注のなされた工事については、なお

従前の例による。 

附 則（令和８年２月２７日改正） 

１ この改正は、令和８年３月１日から実施する。 

 


